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計画の目標達成に向けた環境施策の計画的な推進や実施などについて、その実効性を

確保していくために、以下の方策に沿って環境基本計画の推進を図るものとします。 

なお、環境の保全に関する広域的課題や地球環境問題等への対応については、国及び

他の地方公共団体等と協力・連携を図りながら、広域的な視点からの取組を推進します。 

 

１ 計画の推進体制 

(1) 北茨城市環境審議会 

   本計画の進行管理や環境施策に関して、公正かつ専門的な立場から審議を行う「北

茨城市環境審議会」において、必要に応じて計画の見直しを行うとともに、課題や取

組方針等についての提言等を行います。 

 

(2) 北茨城市省エネルギー等推進委員会 

環境の保全に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、庁内の職員で構成さ

れる「北茨城市省エネルギー等推進委員会」を設置し、これを中心として関係部署と

の緊密な連携のもとに本計画に掲げる施策の推進及び総合的な調整を図ります。また、

情報発信や計画の進捗状況の点検・評価・見直しを行います。 

 

(3) 市民・滞在者・団体・事業者 

本計画を推進するために、市民・事業者等との協働で取組を実施し、環境保全活動

へ参加または協力するとともに、環境に関わる情報提供に協力します。 

 

(4) 国・県・他市町村等 

本計画を推進する上で、広域的課題や地球環境問題等への対応については、国や県

及び他市町村等と協力・連携を図りながら、広域的な視点からの取組を推進します。 

 

 

(5) 茨城県地球温暖化防止活動推進センター及び茨城県地域気候変動適応センター 

本計画を推進する上で、地球環境問題等への対応については、茨城県地球温暖化防

止活動推進センターと協力・連携を図り、気候変動等への対応については、茨城県地

域気候変動適応センターと協力・連携を図るなど、広域的な視点からの取組を推進し

ます。 
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国・県・他市町村等 

 
○北茨城市環境基本計画の推進 

への協力 

〇市を越えた広域的な取組への 

協力 

 

・市民、滞在者 

・団体、事業者 
 

 

○取組の実行 

○協働による取組への 

参加・協力 

○情報提供 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

◆計画の推進体制概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
 

 

 

 

答申 

報告        指示 

市 長 

協力 

連携 

 

北茨城市環境審議会 
 

○計画の進捗状況の点検・評価 

結果に対する意見・提言 

○計画の策定・見直し検討 

諮問 

北茨城市省エネルギー等推進

委員会 
 

・庁内各課職員 

 

○計画の推進、調整 

○情報発信 

○計画の進行管理（進捗状況の 

点検・評価・とりまとめ） 

普及 

参加依頼 

情報発信 

参加・協力 

情報提供 

協力 

連携 
茨城県地球温暖化防止 

活動推進センター※1 

 

○北茨城市環境基本計画の実行推進への

協力 

○北茨城市地球温暖化対策実行計画の 

推進への協力 

 
 

 

※1「地球温暖化対策の推進に関する法律」によって定められたセ

ンターで、知事によって指定される。主に地球温暖化防止に関

する啓発・広報、活動支援などを行っている。 

茨城県地域気候変動適応センター※2 
 

○北茨城市地域気候変動適応計画の推進

への協力 

※2「2019 年４月１日、気候変動適応法に基づく「茨城県地域気

候変動適応センター (Ibaraki Local Climate Change 

Adaptation Center: iLCCAC)」を茨城県と連携して国立大学

法人茨城大学水戸キャンパス内に開設。気候変動適応計画の策

定とともに、必要な情報の収集や助言を行う拠点として設置さ

れている。 
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○市・市民・事業者と協働で環境施

策を実施、推進します。 

○市民・事業者等への計画及び取組

の周知・情報発信は、市が行いま

す。 

 

○本計画の進捗状況などについて、 

北茨城市省エネルギー等推進委員

会で点検・評価を行います。 

○進捗状況の評価結果に対して北茨

城市環境審議会において意見等を

求めます。 

 

○市・市民・事業者等と協働で本計

画を策定します。 

○計画を推進するなかで、必要に応

じて計画を見直します。 

 

○点検・評価結果等を踏まえ、必要 

に応じて計画の推進方針や施策内

容の見直しを検討し、改善を図り 

ます。 

 

２ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策等の進行管理は、計画（Ｐlan）、実施（Ｄo）、点検（Ｃheck）、

見直し（Ａction）という環境管理システムの仕組みに基づき実施し、継続的な改善を図

っていきます。 

   

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

点検・評価（Check） 実施（Do） 

計画（Plan） 見直し（Action） 


